
工 事 名 H30･31国道51号神宮橋架替鹿嶋側橋梁下部他工事

発 注 者 名 国土交通省　関東地方整備局　常陸河川国道事務所

請 負 者 名 株式会社　淺沼組

工 期 平成31年２月１日　～　令和２年５月２９日

工 事 箇 所 〒314-0036　茨城県鹿嶋市大船津地先

事 業 名 国道５１号神宮橋架替橋梁事業

工事内容

ある変状が生じる可能性があるため、橋梁の架け替えを実施するものです。
本事業で新規に架設する橋は、現在の位置ではなく、新神宮橋（一期線）と隣り合う位置に

架設し、新神宮橋は４車線化となります。

工　事　説　明　書

事業の概要及び整備効果

国道51号は、千葉県千葉市から茨城県水戸市に至る延長１３０ｋｍの主要幹線道路です。
そのうち、国道鹿嶋バイパスは茨城県潮来市州崎地先から北浦を渡河（神宮橋）し、茨城県
鹿嶋市清水地先に至る延長8.3ｋｍのバイパスです。

神宮橋は、架設後50年以上が経過した老朽橋であり、東日本大震災以降、橋脚にひび割れと
沈下・傾斜が生じており、今後、大きな地震動を受けた場合は、落橋・倒壊に至る恐れの

工事内容

発　注　者 請　負　者

国土交通省　関東地方整備局
常陸河川国道事務所　工務第二課
　TEL　029-240-4066

株式会社　淺沼組
現場事務所
　TEL　0299-77-9553

　当該工事は、上記事業のうち新神宮橋（二期線）の鹿嶋市側において、橋脚２基を構築するほか、

現在架設中の工事用仮桟橋に、次期工事用の作業構台を設置する工事です。

橋脚工（Ｐ２２橋脚）　一式
橋脚工（Ｐ２３橋脚）　一式
仮橋・仮桟橋工（作業構台） 一式

工事箇所

新神宮橋（一期線）←至 潮来 至 水戸→
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